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「外来感染対策向上加算」の届出にあたって、医療機関が実施すべき事項 

 

 

外来感染対策向上加算について医療機関で実施しなければならない事項については、

疑義解釈等で示されておりますが、どの様な方法でそれら事項を満たすのかは判明して

いません。 

今般、本会では、東京都医師会が作成した資料「外来感染対策向上加算の医療機関が

実施することについて」等を参照し、以下のとおり施設基準を満たす方法等の例示を、

以下のとおり纏めましたので、ご参照ください。 

また、本内容の例示はあくまでも参考資料です。例示を参考に医療機関や連携組織と

十分協議のうえ実施してください。 

 

 

≪ 外来感染対策対策向上加算 ≫ 

 

施設基準の申請前に実施する事項  

１ 専任の院内感染管理者を選定する。  

＊実施内容：「感染防止対策業務指針」に院内感染管理者名を記載すること。（※

１参照）  

 

２ 感染防止対策部門を設置する。  

＊実施内容：「感染防止対策業務指針」※１に院内感染対策部門を設置したこと等

を記載すること。  

 

３ 連携する感染対策向上加算１算定医療機関（以下、「加算１病院」という。）又は

地域の医師会（以下、両者を「連携機関」という。）を選定する。 

＊実施内容：連携機関に連携に対する内容等を確認し、連携機関を定めること。

（施設基準申請書類に記載項目あり。）  

 

４ 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容を定めた「感染 

防止対策業務指針」を作成する。 

＊実施内容：※１北九州市医師会のホームページに「感染防止対策業務指針（案）」

（東京都医師会作成資料）を用意してありますので参考として作成ください。  

 

５ 手順書（マニュアル）を作成する。  

＊実施内容：北九州市医師会のホームページに「手順書（案）」（東京都医師会作成

資料）を用意してありますので参考として作成ください。  

 

６ 施設基準申請書の作成申請  

＊実施内容：別添７「基本診療料の施設基準等に係る届出書」、様式１の４「外来

感染対策向上加算に係る届出書添付書類」を作成し、添付書類を添えて九州厚

生局まで申請してください。北九州市医師会のホームページに「様式１の４」の

作成方法（日本医師会作成資料）等を用意してありますので参考として作成く

ださい。  
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施設基準の申請後に実施する事項  

１ 院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、連携機関が開催する院内感染対策に

関するカンファレンスに参加していること（連携機関が複数ある場合の対応あ

り）。また、連携機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少

なくとも 年１回参加していること。 

＊実施内容：連携機関の主催するカンファレンス等に参加することになります。

本市においては北九州市医師会と加算１病院を申請する医療機関で共催する場

合もあります。また、カンファレンスの開催日と同日に訓練を実施する場合も

あります。カンファレンスや訓練に参加したことが分かる書類を保管している

ことが望ましいと思います。  

 

２ 院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年２回程度、院内感染対

策に関する研修を行う。  

＊実施内容：研修の内容は「疑義解釈（その１）」で事例が示されていますが、具

体的な内容等が示されていません。東京都医師会において、以下の具体例が作

成されておりますので、「疑義解釈（その１）」の事例と照らし合わせながら研修

を実施してください。 

 ・ 医療機関で作成している「感染防止対策の業務指針」「手順書」等を職員に周

知徹底させるための研修。変更点がある場合は変更点を中心に。  

・ 上記１における年２回のカンファレンス等において示される、地域の感染状

況やその対応方法等の内容を職員へ周知する。また、感染状況等に対する医

療機関での対応等があるのであれば職員に周知する。  

・ 全ての職員を対象に研修会を実施すること。  

・ 研修の実施内容（開催又は受講日時、出席者、研修項目）について記録するこ

と。 

・ その他必要な研修を実施すること。なお、研修の実施に際して、ＡＭＲ臨床リ

ファレンスセンターが公開している医療従事者向けの資料（※）を活用する

こととして差し支えない。  

※ http://amr.ncgm.go.jp/medics/2-8-1.html 

また、保険医療機関外で開催される研修会への参加では、当該要件を満たし

たことにはなりません。  

 

３ 新興感染症の発生時等や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応につ

いて、連携する加算１病院等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制

が整 備されていること。 

＊実施内容：「疑義解釈資料の送付について（その１０）」において、「保健所等

の主導により既に整備されており、当該体制に参加することをもって施設基

準を満たす。」と示されています。 

 

４ 院内の抗菌薬の適正使用について、連携機関から助言等を受けること。 

＊実施内容：医療機関において、抗菌薬の適正使用について疑義等があった場

合は、連携機関の助言を受けることになります。  

 

 

http://amr.ncgm.go.jp/medics/2-8-1.html
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５ 院内感染管理者は、１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の

把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。  

＊実施内容：週に１回程度、院内感染管理者とさらに職員１名以上で院内を巡回

し、無床診療所の場合は、各診察室については毎回巡回、診察室以外の場所に

ついても、少なくとも月に一度は巡回しなければなりません。  

また、「巡回日時、巡回者、巡回した内容等について記録を残すことが必要で 

あると思料する。」とのことです。（関東信越厚生局東京事務所）  

 

６ 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲

示していること。 

＊実施内容：北九州市医師会のホームページに、院内掲示の案（東京都医師会 

作成資料）を掲載しておりますので、参考としてください。  

 

７ 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を

実施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開しているこ

と。  

＊実施内容：現在、新型コロナウイルス感染症（新興感染症）の発生時となるた

め、診療・検査医療機関として福岡県に届け出ていない医療機関は申請でき

ません。  

 

８ 新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の

動線を分けることができる体制を有すること。  

＊実施内容：動線ではなく時間で発熱患者と分けることも可能です。 

  

９ 「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課）を参考に、

抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。 

＊実施内容：北九州市医師会のホームページに、「抗菌薬の適正な使用の推進」

の案（東京都医師会作成資料）を掲載しましたので、参考としてください。  

 

 

※施設基準通知や「疑義解釈（その１）」で示されているとおり、外来感染対策向上

加算については、届出に際して、当該実績を要しないとしていることにご留意く

ださい。 

・ 「職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感染対策に関する

研修を行っていること」における研修の実施。 

・ 「院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１に係る届出

を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関

するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加。 

・ 「感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催

する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年１回以

上参加していること」における訓練への参加。 
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≪ 連携強化加算 ≫ 

 

１ 加算１病院に対し、過去１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状

況等について報告を行っていること。 

＊実施内容：連携強化加算については、連携の対象に医師会は含まれません。ゆ

えに、外来感染対策向上加算申請で連携先を医師会とした場合は、改めて加

算１病院にしなければなりません（報告先の名前は、加算１病院の名称とな

ります）。 

 

 注：抗菌薬の使用状況等の具体的な報告内容や提出時期については、加算１病

院との協議のうえ決定することになります。加算１病院の中には、既に報

告内容等が定まっている医療機関もありますので、確認の上連携すること 

が必要です。  

 

※診療報酬上の注意：年４回の報告義務は「令和５年３月３１日までの間に限り、

当該基準を満たすもの」とされております。令和５年４月１日以降も当該加算を

算定するためには、令和５年３月３１日までに年４回の報告は必須となりますの

でご留意ください。 

 

【参考】「外来感染対策向上加算」及び「連携強化加算」の施設基準における連携先 

 施設基準の届出における連携先 

「感染対策向上加算１」 

医療機関 

「地域の医師会」 

（北九州市医師会等） 

外来感染対策向上加算 

（６点） 

届出可 

（〇） 

届出可 

（〇） 

連携強化加算 

（３点） 

届出可 

（〇） 

届出不可 

（×） 

※外来感染対策向上加算の届出のみであれば、連携先が｢北九州市医師会｣等でも、 

算定要件を満たせば６点が算定可。  

 ※連携強化加算の届出には、「感染対策向上加算１」医療機関との連携必須。 

 

 

≪ サーベイランス強化加算 ≫ 

 

  １ 院内感染対策サーベイランス（ＪＡＮＩＳ）、感染対策連携共通プラットフォー

ム（Ｊ－ＳＩＰＨＥ）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。  

説明：ＪＡＮＩＳ、Ｊ-ＳＩＰＨＥ等について「疑義解釈（その１）」※で以下 

のとおり示されています。  

※現時点では、ＪＡＮＩＳ及びＪ－ＳＩＰＨＥとするが、市区町村以上の

規模でＪＡＮＩＳの検査部門と同等のサーベイランスが実施されてい

る場合については、当該サーベイランスがＪＡＮＩＳと同等であること

が分かる資料を添えて当局に内議されたい。  

 

２ サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、ＪＡＮＩＳ又はＪ-ＳＩ

ＰＨＥ等のサーベイランス事業の参加状況がわかる文書を添付すること。なお、

参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を

取り下げること。 


